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1-1[大気質] 船舶由来の二酸化硫黄について 

 

【質問】 

建設機械の稼働に船舶を含むのであれば環境要素に二酸化硫黄も選定すべきであると考え

るが、事業者の考え方を教えてほしい。 

 

 

【回答】 

「発電所に係る環境影響評価の手引」（令和 7 年 2 月 経済産業省）において、一般的な火力

発電所の事業内容及び参考項目の設定根拠が示されております。  

一般的な火力発電所の事業内容（工事に関する一般的な諸元）(p.185)では、建設機器の稼働

に港湾工事が含まれておりますが、本事業は、復水器冷却水の冷却に冷却塔方式を採用するた

め海水取放水設備の設置に関する海域の工事がなく、港湾工事は同程度またはそれ未満となり

ます。このため、方法書の第 6.1-1 表(p.6.1-3(289))の通り、建設機器の稼働について、本事

業内容は一般的な事業の内容と同様であると考えております。 

また、火力発電所参考項目の設定根拠として、建設機械の稼働に伴う硫黄酸化物については、

「工事中の建設機械の稼働に伴う影響については、広域に及ぶものとは考えられないこと及び

近年、環境基準が達成されていることから、参考項目として設定しない。ただし、工事場所の

近傍に民家等が存在し、環境基準の達成に困難な状況が予想される場合は除く。」（p.194）と

されております。「令和 6（2024）年度の大気環境及び水環境の状況等について」（令和 7年 7

月 川崎市）によると、2016 年以降、対象事業実施区域の周囲 10km 圏の測定局における二酸化

硫黄の年平均値は 0.001～0.002ppm で推移しており、環境基準等に対して十分低い水準となっ

ています。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴う硫黄酸化物は評価項目に選定しておりません。事業

実施にあたっては、二酸化硫黄に関する環境影響の削減にむけ、可能な限り効率的な作業計画

を検討するなど、建設機器の稼働抑制に努めます。 

 

なお、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」（平成

31 年政令第 163 号）により、大気環境の改善を目的として、2020 年から船舶用燃料中の硫黄分

濃度が従来の「3.5%以下」から「0.5%以下」に強化されています。 
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（環境影響評価方法書より抜粋） 
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（参考 1） 

発電所に係る環境影響評価の手引（令和 7 年 2 月 経済産業省）（抜粋） 
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（参考 2） 

令和 6（2024）年度の大気環境及び水環境の状況等について（令和 7 年 7 月 川崎市）（抜粋） 
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